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十津川村 

1． 総合戦略とは 

第１期の十津川村「こころ豊かなむら・ひと・しごと創生」総合戦略（以下「十津川村総合戦

略」という。）は、地方創生に関連する 2015 年度から 2020 年度までの 5 年間の具体的な取り

組みや数値目標を定めた計画書として策定しました。第１期の計画期間の満了に伴い、2020 年

度から 2024 年度までの 5 年間を第 2 期計画として本計画書を策定しましす。 

平成 26 年 11 月に成立した「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、十津川村では、村民を

はじめ産官学金労言（経済、行政、学識、金融、労働、言論）など様々な分野の方からご意見を

いただきながら村独自の総合戦略を定め、村の活性化と移住定住の促進の好循環づくりを進め

ていきます。 

 

◆ 「地方創生」とは 

地方創生は「まち（むら）・ひと・しごと創生」をめざす取り組みです。魅力的な「むら」
づくり・「しごと」づくりにより「ひと」を呼び込み、さらなる「むら」づくり・「しごと」
づくりにつなげていく「むら・ひと・しごと」の好循環を創出して、村の活性化（人口減少問
題や村内経済の縮小の克服）を目指します。 

２． 十津川村総合戦略の策定にあたって重視したこと 

 今回、村独自の総合戦略を策定するにあたって、次のようなことを重視しました。 

◆ 「十津川村の暮らし」に寄り添う計画にすること 

本村では、村民が互いに助けあい支えあったり、畑で野菜をつくり野菜を融通しあったりす

るような村ならではの暮らし方が今も息づいています。これから、村の暮らしにおける豊かさ

や「幸せな暮らし」を追求していくためには、都市部とは異なる村の暮らしならではの豊かさ

や価値も見つめ直す必要がありました。 

そこで、「村の暮らし」の実態を把握・分析するため、「村民アンケート調査」を実施しまし

た。この調査から明らかとなった、村の暮らしの豊かさ・村民の幸せを支えるものや暮らしの

不安に真に向き合い、村民の「幸せな暮らし」を追及する取り組みを進めていきます。 

◆ これまでの議論や取り組みを発展させる計画にすること 

人口がおよそ 40 年間減少を続けている本村では、地方創生が提唱されるより以前から、地域

や行政が中心となって高齢者福祉・子育て環境の充実、林業の 6 次産業化、移住者を迎え入れ

る体制の整備など長期的な視点から村の暮らしの「芯」をつくるプロジェクトを進めてきまし

た。この総合戦略では、それらのプロジェクトに関する議論、取り組みの過程、掲げた方針など

も村の理念の中に束ね、地方創生の観点も取り入れながら、それぞれのプロジェクトの継続・

発展を進めていきます。 

◆ 村の知恵・力・こころを合わせられる計画にすること 

地方創生の取り組みは行政と村民や関係団体の方々が知恵・力・こころを合わせなければ実

現することができません。今回の総合戦略の策定にあたり、村民の方々をはじめ産官学金労言

などさまざまな関係団体の方々から幅広いご意見等をお寄せいただきました。 

いただいたご意見等は「村民のみなさんが行政と共有したい想い」であると受け止めて「村

のこれから-十津川村の未来図-」としてとりまとめ、そこから総合戦略をつくりあげました。 

総合戦略の策定後も、行政、村民、産官学金労言など幅広い分野の関係団体が丁寧に意見交

換し、想いや目標を共有しながら地方創生に取り組む仕組みづくりを進めていきます。 
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